
１． 行事予定

№

1 第１回評議員会 松島町（パレス松洲） 令和４年１２月３日（土）

2 事務局長会議 シェルコムせんだい 令和５年１月２２日（日）

3 シェルコムせんだい 令和５年１月２８日（土）

4 第２回評議員会 松島町（パレス松洲） 令和５年２月１１日（土）

5 チーム説明会 東松島市（矢本西市民センター） 令和５年３月１１日（土）

6 審判伝達講習会 令和５年３月１１日（土）・１２日（日）

7 記録伝達講習会 東松島市（矢本西市民センター） 令和５年３月１１日（土）

２． 事務手続き

ルールブック、物品
➡ １月末まで → 県ソ協 様式１（物品購入申込書）

送金 ５月末まで → 県ソ協 様式２（送金報告書）

➡ → 県ソ協 様式４（役員名簿）

➡

◆春先の大会に出る場合は、その１か月前までに！

➡

→ 県ソ協 様式２（送金報告書）

３．チーム登録について

　学校関係を除く一般チームの登録は、４月末とする。

４．審判・記録・指導者報告ファイル（メール）について

　　をします。

５．地区協議会役員（副会長、理事、審判員、記録委員、地区事務局長）

　　令和５年１月末までに改めて提出ください。

６．支部役員名簿

　　令和５年３月末までに提出ください。

7．審判・記録・指導者報告

　　令和５年４月末日まで納入ください。追加報告は、６月１０日までとする。

8．支部負担金・登録料

　　令和５年５月末日とする。

＜上記の内容、提出期限等については、最終的に１月末の「事務局長会議」で決定します。＞

第２回 評議員会以降の会議等 並びに 事務手続きについて

会 議 等 会 場

◆最終：事務局長会までに注文を！

期 日

令和4年度会計監査

東松島市（矢本西市民センター・鷹来の
森運動公園）

事 務 連 絡

支部負担金

（１）登録・登録料は県事務局に当該支部経由で納入する。(登録料に改定あり注意のこと。）

（２）４月の大会に参加するチームはチーム説明会に提出すること。

審判・記録員名簿 →
県ソ協 様式３

（審・記・指 登録者名簿）

送金

の注文

支部役員名簿

チーム登録 →
県ソ協 様式５
（日ソ登録用紙：Ａ～Ｄ表）

３月末まで

４月末まで

（１）これまでのファイルを活用し、日本ソフトボール協会に審判・記録・指導者の年度登録

（２）指導者の登録はＪＳＡの指導者資格者（準指導者）のみ記入します。

：事務局長会議まで

４月末まで

チーム登録料

審判・記録員 登録料

物品代金
➡ ５月末まで

早めの送金は大歓迎！



令和 4年 12月 20日 

 

都道府県ソフトボール協会 

会 長 様 

 

公益財団法人日本ソフトボール協会 

会 長  三 宅   豊 

 

令和 5年度からの各種登録料等の値上げについて 

 

平素よりソフトボールの普及・発展にご理解・ご協力を賜りまして心より感謝申

し上げます。昨年開催の東京オリンピックでは、皆様のご支援ご協力のお陰で、見

事に金メダル獲得といった輝かしい結果を得ることができましたことを改めて、こ

の場をお借りして厚く御礼を申し上げます。 

さて、先の評議員会でご承認頂きました各種登録料等の値上げですが、厳しい状

況にも関わらずご理解頂き感謝申し上げます。今後の安定的な事業推進を念頭にソ

フトボールの発展普及に取り組んでまいりますので、何卒ご理解ご協力を賜ります

よう宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

【値上げの理由】 

●登録料改定を過去 20年間据え置いてきましたが、組織の財政状況が厳しくなり今

後の事業の推進、安定を考えた上。 

●五輪競技除外による公的助成金及び協賛金の大幅な減額に伴い、安定した協会運

営（本会および都道府県協会）ができるよう財政基盤を整えること。 

 

【今後の主な対策】 

●協会運営における支出面の精査見直しを徹底して行うこと。 

●値上げ分でできる範囲の支部協会支援を実施すること。 

※支部還元金の微増及び全日本大会委託金を減額前に戻すこと。 

●普及振興および育成・強化事業に積極的に取り組むこと。 

●生涯種別での複数種別登録に関する個人登録料を免除とすること。 

（競技者への登録料負担減および競技の環境整備） 

●全国大会の企画運営の見直し等（活性化） 

 

以上 



（単位：円）

  支部負担金 ¥30,000

　審判員のみの登録料 ¥4,900

　記録員のみの登録料 ¥5,000

  審・記 両方有資格者の登録料 ¥6,300

　準指導者

種　　　　　別 チーム登録料 個人登録料 大会参加料（各大会の締切厳守）

　　クラブ男女

　　実業団男女

　　大学男女

　　教　　員

　　壮　　年

　　実　　年

　　シ ニ ア

　　一般男子

　　高校男女 ¥21,500 ¥600 高校選抜10,000円 その他は高体連

　　ハイシニア

　　エルデスト

　　エルダー

　　レディース

　　中学生男女 ¥7,500 ¥400 中学生男女8,000円 その他は中体連

　　小学生男女 ¥4,500 ¥400 ¥5,000

　　総合選手権 ¥12,000

＜登録料等の振込先＞

令和５年度　チーム登録料、参加料等 一覧表 （宮城県協会）

 審判登録15名以下の支部は10,000円

 資格取得時に納入済み（4年間有効）

¥27,000

¥1,200 ¥12,000

　５月末までに県協会に送金報告書を添えて納入
する。
(左記料金はルールブック、ワッペン・カードを含む）

¥22,000

¥19,000 ¥1,200 ¥10,000

（注）個人登録料について

① 個人登録は監督.コーチ.選手のすべてが対象となる。

② 2チームに登録している者は、どちらかチームで個人登録を行う。（改正あり）

③ 同一チーム内で監督.コーチと選手を兼ねる者は、1名分で登録する。

④ チーム・個人登録料は支部を経由し、5月末までに県協会に納入する。

（１）または（２）に！

   送金先（１）　七十七銀行　将監支店　店コード 268　普通預金　口座番号 5000479

　　　                 宮城県ソフトボール協会　会長　後藤　勝則（ゴトウ　カツノリ）

   送金先（２）　ゆうちょ銀行　総合口座　記号 18170　番号 42133121

　　　                 宮城県ソフトボール協会　会長　後藤　勝則（ゴトウ　カツノリ）



生涯種別の複数チームに登録する場合について 

 

令和 5年度より、生涯種別の複数チームに登録される監督・コーチ・選手に

ついては、個人登録料の支払いは 1チーム分のみで良いこととなりました。そ

の際のチーム登録用紙への記載方法については、下記をご参照ください。 

 

～生涯種別で複数チームに登録される方の記載方法～ 

 

（例）「一般男子」と「壮年」の 2チームに選手として登録 

 

個人登録料の支払いは 1チーム分で良いので、「一般男子」あるいは「壮

年」のいずれかのチームで個人登録料をお支払いいただきます。 

 

上記例で仮に「一般男子」チームで個人登録料を支払った場合は、「一般男

子」チームの登録用紙に記載された当該選手のユニフォームナンバーに「○」

をしてください。 

一方、個人登録料の支払いのない「壮年」チームの登録用紙に記載された当

該選手のユニフォームナンバーには「△」をしてください。 

 

※登録チーム数が 3チーム以上になる場合も上記のように個人登録料を支払

ったチームの登録用紙には「○」を、支払いのないチームの登録用紙には

「△」をその当該選手のユニフォームナンバーに付けるようにしてください。 

 

※監督・コーチの方が複数チームに登録される場合は、ユニフォームナンバ

ーではなく、チーム登録用紙に記載のある「監督」あるいは「コーチ」に

「○」あるいは「△」を記載するようにしてください。 

 

監督     コーチ 
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